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2023年施政報告–主要な税制・ビジネス施策の概要 
 

 

ジョン・リー行政長官は、2023年10月25日に就任後2回目の施政報告1を行なった。2023年施政報告の主要な税制及びビジネス関連の施

策の概要について以下に要約する。 

 

税制上の施策 

印紙税(Stamp duty) 
 

施策の概要 効力発生日 関連する法案/規則 

1. 香港の株式譲渡に対する印紙税の税率を、譲渡された株式の

対価又は市場価格 (いずれか高い方) の0.13%から0.1%に

引き下げる。これは、買主及び売主それぞれが支払うものとする 

当該改正法令を公告する日の翌日 

 

立法手続は2023年11月末までに

完了予定 

 

Stamp Duty 

(Amendment) (Stock 

Transfers) Bill 2023 

2. 特別印紙税の適用期間を36ヶ月から24ヶ月に短縮する 
  

Public Revenue 

Protection (Stamp Duty) 

(No. 2) Order 2023 

 
Stamp Duty 

(Amendment) 

(Residential Properties) 

Bill 2023 

3. 購入者の印紙税 (BSD) と新しい住宅用印紙税のそれぞれ

の税率を15%から7.5%に引き下げる 
   

 

変更される基準、料率、および停止措

置は、2023年10月25日 午前11時

から適用される見込み 4.特定の域外からの高度人材が香港で居住用不動産を取得

するための印紙税停止措置2を導入する。これは既存の印紙

税 「払戻制度」3 に代わるものである 

 
1 2023年施政報告及び関連文書は、このリンクからアクセス可能:   link. 

 

2 印紙税停止措置の詳細については、このリンクから香港税務局のFAQページを参照すること link. 
 

3  2022年10月19日から施行されている措置として、特定の高度人材誘致制度により香港に入国し、香港の非永住者 (non-HKPR) として香港において居住用不動産を取得した一定の域外高度人材について、 (i) BSD及び (ii) スケール1において支払われた

15%の従価印紙税 (AVSD) とスケール2において香港において居住用不動産の取得時に課されるAVSDの額との差額は、一定の条件の下で、その後香港において居住用不動産の取得時に返還される 

      

サマリー 

ジョン・リー行政長官は、2023年10月25日に2023年施政報告を行なった。施政報告には、第14次

5カ年計画に示された香港特別行政区(以下、香港)における「8つのセンター」の発展を確固たるものと

し、競争力を強化し、経済成長を促進し、企業や人材を誘致するための様々な政策や措置が盛り込ま

れた。 

 
香港タックスアラート 
（香港税務速報） 

 

 

 

第19回 | 2023年11月 

 

https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232765e/es32023276529.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232765e/es32023276529.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232765e/es32023276529.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232765e/es220232765148.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232765e/es220232765148.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232765e/es220232765148.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232743/es32023274330.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232743/es32023274330.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232743/es32023274330.pdf
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20232743/es32023274330.pdf
https://www.policyaddress.gov.hk/2023/en/policy.html
https://www.ird.gov.hk/eng/faq/index.htm#sp
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事業所得税(Profits tax) 

1. 「パテントボックス」 税制優遇措置4を実施し、特許等の知的財産に係る適正な利益に対する事業所得税率を16.5%から5%に引き下

げる(2024年前半に導入予定の法案) 

2. 雇用者が65歳以上の被雇用者に対してより多くのMPF任意拠出金を拠出するよう奨励するため、評価年度2024/25の追加税額控除を

導入する (2024年第一四半期に導入予定の法案)  

給与所得税(Salaries tax) 

以下の施策が評価年度2024/25より開始予定: 

 

1. 2023年10月25日以降に生まれた最初の子供と同居する納税者について、子供が18歳に達するまで、住宅ローン金利または域内家賃

の控除上限を年間100,000香港ドルから120,000香港ドルに引き上げる 

2. 年間100,000香港ドルを上限に、生殖補助医療 (ART) サービスに対する税額控除を導入する 
 

その他の主要なビジネス関連の施策 

戦略的企業と優秀な高度人材の誘致策 

• 香港外の企業を誘致し、香港に本社及び/または本社部門を設立するための「headquarters economy」を開発し、中国本土企業

の香港への設立を促進するための実行可能な措置(例えば、設備投資を促すような取り決め)を検討する 

• 企業の再定住化制度5を導入し、域外に登記されている香港の主要上場企業に積極的に働きかけ、香港への移転を促進する (2024年

前半に法案を導入予定)  

• 中国本土および海外の8つの一流大学を対象大学に加えることにより、トップタレントパス制度の対象大学を拡大する 

• 3千万香港ドル以上の資産 (不動産を除く) への投資を行う適格投資家が香港への投資を申請できる資本投資参入スキームを開始する 

(詳細は2023年末までに発表予定)  

• 高度人材採用戦略を策定し、域外からの高度人材を支援するため、高度人材向けオンラインプラットフォーム 「Hong Kong Talent 

Engage」の物理的なオフィスを設置する 

特定の産業／セクターの経済成長と発展を促進するための施策 

国際的な金融センター 

• GEM市場を改革し、(i)メインボードへの移行メカニズムを合理化し、(ii)研究開発型企業向けの新たな上場ルートを追加し、2024年

第一四半期に改訂予定の上場規則を施行する 

• 中国本土の金融市場との相互アクセスを、以下のような措置を通じて強化する 

(i) 香港株の人民元での取引を促進するために、香港株のサウスバウンド取引に人民元カウンターを含める 

(ii) ボンド・コネクト・プログラムをさらに強化する 

(iii) 香港のリミテッド・パートナーシップ・ファンドが前海適格海外投資事業有限責任組合の下で中国本土のプライベート・エクイティ投

資に参加する資格を得ることを促進する 

• 技術的解決策の開発を促進し、商業化前のグリーン・フィンテックにアーリーステージの資金支援を提供するために、2024年前半にグリー

ン・フィンテック専用の概念実証補助金制度を開始する 

 
4 提案されている香港のパテントボックス税制のより詳細な議論に関する香港タックスアラートは、このリンクからアクセス可能:  link. 

 

5 企業の再定住化制度の詳細に関する香港タックスアラートは、このリンクからアクセス可能: link. 

https://kpmg.com/cn/en/home/insights/2023/09/tax-alert-16-hk-the-hksar-government-consults-on-the-proposed-patent-box-regime.html
https://kpmg.com/cn/en/home/insights/2023/05/tax-alert-10-hk-the-hksar-government-consults-on-the-proposed-company-re-domiciliation-regime-in-hong-kong.html
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• 香港のファンド流通ネットワークを拡大し、市場の効率性を高め、取引コストを削減するために、来年中に香港に新しい統合ファンド・プラッ

トフォームを設立する 

• 2024年内に香港の保険業界にリスクベース資本 (RBC) 制度6を導入する 

 

国際イノベーション・テクノロジー (I&T) センター 

• 香港における新たな産業化を促進するための新産業開発事務所の設立 

 

• 100億香港ドルの 「新産業化加速スキーム」 を立ち上げ、生命・健康技術、AI、データサイエンス、先端製造業、新エネルギー技術の

分野の企業に資金援助を提供する 

• AI開発を促進するためのスーパーコンピューティング・センターの設立を進める 

 

その他 

• 国際貿易センター: 地域的な包括的経済連携(RCEP)への早期加盟を求め、ASEANおよび中東市場とのビジネス協力を強化

する 

• 国際海運センター: ハイエンドの海上サービスを強化し、ゼロエミッションに向けた変革を促進し、海洋産業におけるスマートなイニシアティブと

デジタル化を促進し、GBA及び世界の海洋産業間の交流と協力を促進するための行動計画を年内に発表する 

• 国際航空ハブ: 第3滑走路の完成及び様々な拡充プロジェクト(例:南カーゴ区域のプレミアムロジスティクスセンターやスマート空港)によ

り、香港国際空港の競争力を引き続き強化する 

• 国際法律・紛争解決サービスセンター: 中国本土の前海、深圳、パイロット自由貿易圏からGBA全体に 「香港投資企業が香港法を適

用することを認める」 および 「香港投資企業が仲裁を香港で行うことを選択することを認める」 という措置の延長を求めて尽力する 

 

KPMGの見解 

我々は、 2023年施政報告の中で提唱された様々な税制及びビジネス施策並びにイニシアティブを歓迎する。政府は、これらの措置の

いくつかについて、既に作業を開始し、又は協議を開始している(例えば、企業の再定住化制度、パテントボックス税制優遇措置、RBC

制度)。 

我々は、香港が国際的なビジネス及び金融の中心地としての地位を向上させるため、提案された施策(例:資本投資参入スキーム)及びそ

の適時かつ効果的な実施に関する更なる詳細の公表を期待する。 

提案されている 「headquarters economy」については、香港に設置・運営されているグローバル/リージョナルな本社が一定の要件(例:

従業員数、香港の年間事業費)を満たすと同時に、グローバル/リージョナルな本社ハブとして魅力的な場所となるような税制上の優遇措置

の導入を検討すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 RBC制度による課税措置に関する香港タックスアラートは、このリンクからアクセス可能:  link. 

https://kpmg.com/cn/en/home/insights/2023/05/tax-alert-9-hk-taxation-arrangements-for-hong-kong-insurers-following-the-adoption-of-risk-based-capital-regime.html
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